
別冊－１

件　　名

検査項目
受診予定者数

健康診断
実施期間

健康診断
実施場所

健康診断
実施方法

その他
の条件

・厚生労働省では、受注者の従業員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているの
　で、別紙の内容を受注者の従業員等に対して説明・周知するとともに、その結果を別紙
　様式１「通報窓口の周知完了報告書」により青森労働局あて報告すること。

・本業務の履行状況を監督するため、青森労働局担当者が、履行開始時（契約後約１月以
　内）に受注者の作業場所やデータ保存場所の立入調査を行うこととする。ただし、デー
　タの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立
　入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上
　の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。

・受注者は、個人情報の管理に当たって管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人
　情報の管理状況を記録すること。さらに、本業務の責任者の職名・氏名、作業の従事人
　数及び個人情報の管理状況について、あらかじめ書面（様式任意）で青森労働局に提出
　すること。

・本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は青森労
　働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、契約
　書第19条第５項に定める様式４「定期健康診断業務に係るデータ等の利用後の廃棄につ
　いて」を青森労働局に提出すること。

青　森　労　働　局

・情報漏えい等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告する
　こと。
（連絡先）総務部総務課　電話番号　017-734-4111（担当：会計第一係）

仕　様　書

令和８年度　青森労働局定期健康診断及び特殊健康診断（VDT検診）業務委託（単価契約）

別冊－２「仕様内訳書」のとおり
ただし、受診予定者数は、増減があることを了承すること。

令和８年４月２０日（月）から令和８年１０月３０日（金）まで
ただし、同年８月１日から８月16日までの期間を除く

青森労働局、青森県内の各労働基準監督署及び各公共職業安定所の各庁舎内で実施する。な
お、具体的な場所は別途通知する。

各実施場所において、移動健診車を利用して実施すること。

・受注者は、健診日程表（健診日時、場所及び責任者等を明記したもの。様式任意。）を
　作成し、当局（担当：青森労働局総務部総務課総務係）あて提出の上、問診票等の管理
　に万全を期すこと。なお、提出後健診日程表に変更が生じた場合には速やかに変更後の
　健診日程表を提出すること。

・本業務で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。

・過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。

・「情報セキュリティマネジメントシステム（国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規
　格JISQ27001）の認証」又は「プライバシーマーク（JISQ15001）」のうち、いずれかを
　取得していること。

・やむを得ない理由により職員が健診指定日に受診できない場合、できる限りその地域に
　おいて後日受診できること。

・本業務のデータの保管場所は日本国内とすること。
・データの保管場所における情報漏えいを防ぐため、入退室管理等の対策が講じられてい
　ること。
・健診結果等の資料（紙・電子媒体を問わず。）を保管する場合は、施錠できるキャビネ
　ットを用意すること。



別冊－２

受診予定者数

560

560

556

556

491

509

-

-

-

-

-

-

-

-

149

326

416

39

28

335

中性脂肪

仕様内訳書

件　　名 令和８年度　青森労働局定期健康診断及び特殊健康診断（VDT検診）業務委託（単価契約）

検査項目

１　診察料

２　身長、体重、視力、聴力、血圧、腹囲測定

３　尿
　（たんぱく、糖、潜血、ウロビリノーゲン）

４　胸部Ｘ線検査
　（肺がん検診、直接撮影35cm×35cm　１枚）

５　心電図

６　血液検査
　（採血、判断料を含む）

血清総コレステロール

貧血（ヘマトクリット値、赤血球数、白血球、血色素量）

肝機能（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ、ＡＬＰ、Ｔ－Ｂｉｌ）

ＨＤＬコレステロール（ＨＤＬ－Ｃ）

ＬＤＬコレステロール（ＬＤＬ－Ｃ）

血糖検査（ＢＳ）

腎臓（尿酸、クレアチニン）

７　眼底検査

８　胃部Ｘ線検査
　（デジタル撮影）

９　便潜血検査
　（２日法）

12　VDT検診

※受診予定者総数は560人。（令和７年度の受診者実人数）

10　喀痰検査
　（３日法）

11　風疹抗体検査



別紙様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

 

通報窓口の周知完了報告書 

 

 

受託者名                

 

 

 当社が青森労働局と契約しました「令和８年度青森労働局定期健康診断及び

特殊健康診断（VDT 検診）業務委託（単価契約）」の実施に当たりまして、厚生

労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受

け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しまし

たので報告します。 

 

【周知方法】 

 （掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。） 

 

【周知内容】 

 （周知した内容を具体的に記載すること。） 

 



別紙 

 

 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注業者に契約違反

などがある場合に、受注業者の社員等からの通報を受け付けることができるよ

う専用窓口を設置しています。 

 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な

業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口

までご連絡ください。 

 

（通報窓口） 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

（１）書面（郵送）の場合 

   〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

   厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 宛 

（２）ＦＡＸの場合 

   厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

   ０３－３５９５－２１２１ 

（３）メールの場合 

   keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp（専用メールアドレス） 

 



別添 

 

情報管理体制等について 

 

１ 情報管理体制 

 ① 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体

制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、青森労働局

（以下、単に「局」という。）に対し「情報取扱者名簿」（当該業務に従

事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をい

う。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。）、「情報セキュリ

ティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図、情報管理に関

する社内規則等）」（業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。）

及び「業務従事者名簿」（当該業務に従事する者の名簿をいう。）を提出

すること。 

 

  （確保すべき体制） 

  ・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とするこ

と。 

  ・ 受注者が本業務で知り得た情報について局が承認した場合を除き、受

注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又

は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 

  ・ 受注者が本業務で知り得た情報について局が承認した場合を除き、受

注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイ

ザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、

助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされな

いことを保証する履行体制を有していること。 

 

  ※ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者（当該業務の情報取扱いの

すべてに責任を有する者）、情報取扱管理者（当該業務の進捗管理等を

行い、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者）、その他保護を要

する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、

所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、

記載すること。 

  ※ 「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所

属部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的

知識その他の知見等を記載すること。 



 

 ② 受注者は、①の「情報取扱者名簿」、「情報セキュリティを確保するた

めの体制を定めた書面（情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等）」

及び「業務従事者名簿」に変更がある場合は、あらかじめ局に申請を行い、

承認を得なければならないこと。 

 

 ③ 受注者は、本業務で知り得た情報について局が承認した場合を除き、受

注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならな

いこと。受注者は、本業務で知り得た情報について局が承認した場合を除

き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチ

ャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、

助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはな

らないこと。 

 

２ 履行完了後の資料の取扱い 

  受注者は、局から提供した資料又は局が指定した資料の履行完了後の取扱

い（返却、削除等）について、局の指示に従うこと。 

 


